
延滞金の計算について 

 

 納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納

期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金

を本税に加算して納付することになります。 

 

〈計算方法〉 

未納額 × 割合 × 日数／３６５日（百円未満切捨） 

 

（例）納めるべき税額が 156,200 円、納期限が平成 31年 5月 31日で、 

平成 31年 10月 2日に全額を納付した場合の延滞金の計算 

 

156,200 円×2.6％×30日／365日 + 156,200円×8.9%×94日／365日 

＝3,908円 

       ⇒百円未満を切捨し、延滞金は 3,900円 


